
開発事業者 都市計画課 道路河川課 各施設管理担当課 手続きに関する注意事項

同意申請書の提出 同意申請書受理

（道路河川課へ提出）

同意申請書審査

同意書の受理 同意書の交付

変更同意申請書の提出 変更同意申請書の受理

（道路河川課へ提出）

同意申請書審査

変更同意書の受理 変更同意書の交付

帰属協議書の提出 帰属協議書の受理

（道路河川課へ提出）

帰属協議回答の受理 帰属協議回答の交付

帰属願　【詳しくは、財政課へおたずねください。】

まちづくり土地利用条例に基づく手続き
【詳しくは、都市計画課におたずねください】

法32条同意申請の手続き

法29条申請の手続き
【詳しくは、都市計画課におたずねください。】

法32条同意申請変更の手続き（変更があれば全て必要）

法32条同意申請の手続き
（各施設担当課と事前協議完了後、協議内容を反映したもで作成）

◎ 提出部数は、正副２部です。

◎ 開発区域決定で分筆等が必
要な場合は、分筆を行い区域が
変わらない様にして下さい。

◎ 同意書の交付は、各施設担
当課と同意が成立し次第、連絡
をしますので、道路河川課まで
お越し下さい。

◎ 提出部数は、正副２部です。

◎ 法32条同意に変更があった
場合は、法29条許可申請に関わ
らず、全て変更の手続きをして下
さい。

◎ 同意書の交付は、各施設担
当課と変更同意が成立し次第、
連絡をしますので、道路河川課
までお越し下さい。

◎ 提出部数は、正副２部です。

◎ 帰属協議迄に、土地の所有
権を開発事業者へ移してくださ
い。

◎ 現地検査終了し、完了調書
決裁後、帰属協議回答交付の連
絡をしますので、道路河川課ま
でお越し下さい。（手直し等があ
る場合は、手直しの完了書類受
領し、完了調書決裁後になりま
す。）

● 都市計画法第32条同意申請及び帰属協議フロー

第32条に関する同意申請に伴う事前協議
（公共施設管理者と施設の構造基準、土地境界等について）

開発行為（工事）の完了

帰属協議に基づく現地検査

帰属協議及び回答（開発行為の完了届と同時提出）


